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衆 議 院 法 制 局 2 0 2 2

法制次長からのメッセージ 勤務条件等

研修

採用情報

最も国民に近く、最も国政の最前線に近い公務員

採用試験の概要 業務説明会
仕事と家庭の
両立支援制度

　入局後は、新規採用職員に対して衆議院法制局独自の研修が行われるほか、衆議院
事務局主催の合同研修などに参加します。そのほか、留学予定者を対象とした語学研修
や衆議院事務局主催の階層別研修、人事院主催の行政研修など、多様な研修に参加す
る機会があります。
　衆議院法制局独自の研修は、春と秋の年2回行
われます。春の「初任研修」は、立案過程の概要や
法制執務の基礎などの基本的な内容です。一方、
秋の「法制立案業務研修」は、2週間程度と少し長
めの期間で、実際に法律案・修正案の案文を書い
てもらう演習形式を採り入れるなど、実践的な内
容となっています。

オンライン会議ツールを使用してオンライン方式
で行う説明会。実際に立案を補佐した議員立法
をテーマに、担当した職員がその具体的な立案
過程を詳しくご紹介します。

オンライン

特別職の国家公務員である国会職員となります。
なお、定年は60歳ですが、令和5年度以降段階的に
引き上げられ、令和13年度以降は65歳となります。

身　　分 年次休暇（年間20日）、病気休暇、特別休暇（夏季、
結婚、出産、看護、忌引、ボランティア等）及び介護
休暇があります。また、育児休業、育児短時間勤
務、育児時間のほか、配偶者同行休業の制度があ
ります。

休  暇  等

衆議院独自の独身寮（千代田区所在）や世帯宿舎
（世田谷区等所在）が用意されているほか、国家公
務員合同宿舎が都内及び近県に整備されていま
す。

宿　　舎

職員は、衆議院共済組合の組合員となり、各種の
給付を受けることができます。また、全国各地にあ
る国家公務員共済組合連合会の医療施設及び各
種保養・宿泊施設を利用できます。

共済組合

原則として、衆議院の施設で勤務し、引越しを要す
る転勤はありません（留学や出向で勤務地を異に
する可能性はあります）。

勤  務  地

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分ま
でで、週休2日制が実施されています。フレックス
タイム制のほか、早出遅出勤務や在宅勤務の制度
があります。

勤務時間

一般職の国家公務員の総合職採用者と同等にな
ります。また、通勤手当、住居手当、扶養手当、地域
手当、業務調整手当、超過勤務手当、期末・勤勉手
当（賞与）等も同様に支給されます。

給　　料

職員が実際に働いている職場（衆議院第二別館）
において対面方式で行う説明会。
職場見学など、職場ならではの企画をご用意し
ますので、職場の雰囲気に触れながら、衆議院法
制局の魅力をより深く知ることができます。

衆  議  院
第二別館

基礎能力試験：一般知能(文章理解・判断推理・
  数的推理・資料解釈)、一般知識
 　   (社会・人文・自然)
専門試験：憲法、行政法、民法、刑法、労働法、
 経済学・財政学

第１次試験
(多肢選択式)

論文試験：憲法、行政法、民法
面接試験

第２次試験

口述試験：憲法を中心とする法律問題　　　
面接試験

第３次試験

▲法制立案業務研修

秋

■ 新規採用職員に対する研修

▶衆議院法制局の職務・立案過程の概要
▶法制執務基礎　など

▶法制執務応用
▶演習（一部改正案・修正案）
▶法制度設計の事例紹介　など

法制立案業務研修

初任研修

春

（衆議院事務局主催　初任研修）

（衆議院事務局主催　初任フォローアップ研修）

育児休業 ※3歳に達するまで

配偶者出産休暇（2日）
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育児時間（1日2時間以内）・子の看護休暇（年5日）※小学校入学まで

育児短時間勤務 ※小学校入学まで

早出遅出勤務(学童クラブ送迎等のための始業・終業時刻の変更）

妊娠 出産 1歳 3歳 6歳

◇ 配偶者出産休暇（令和2年度）
　取得率：100％
　平均取得日数：1.8日
◇ 育児参加休暇 （令和2年度）
　取得率：100％
　平均取得日数：3.7日
◇ 育児休業取得率（令和2年度）
　男性：75.0％ 女性：100％

※令和3年8月末現在

※管理職員を除く

※管理職員、育児時間取得者等を除く

※令和3年8月末現在

採用実績 男女比 職員一人当たり
平均超過勤務時間（令和2年度）

職員一人当たり
平均年次休暇取得日数(令和２年度)

11.4日／年

国会開会中    27.1時間／月

国会閉会中    14.1時間／月
66.7%

82.4%

87.5%

57.1%

男性の割合役職段階 女性の割合

33.3％

17.6％

12.5％

42.9％

指定職級

課 長 級

課長補佐級

係 長 級

1人

1人

2人

3人

2人

採用数試験年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

　最近、公務員人気が落ちていると言われます。その一方で、公共のために奉
仕したい、汗をかきたいという気持ちを持つ若者が増えている、という話も聞
きます。そんな学生諸君にピッタリの職場が、衆議院法制局にはあります。
　国民から直接選ばれ、様々な政治的要望を託された465人の国民代表が、
唯一の立法機関に集い、国民からの要望を法律案という「かたち」に変換して
国民の前に提示し、議論を戦わせ、最高の権威をもって結論を出す̶̶そのサ
ポートを国政の最前線でダイナミックに行うのが、衆議院法制局です。“政策を
法律に”という標語は、議員の想いであり、国民の想いなのです。
　国民に最も近く、国政の最前線に最も近い衆議院法制局で、既成概念の殻
を破り、クリエイティブな発想で国民のために貢献したい、議会制民主政治の
発展に貢献したい、そんな意欲あふれる学生諸君の挑戦を期待しています。

おもい

かたち

法制次長

笠井　真一


